
平 成 30 年
５月15日
（火曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

指
定
代
理
納
付
者
の
指
定
（
山
口
ゆ
め
花
博
推
進
室
）
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生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）
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○
公
告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

一

…
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…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
百
九
十
二
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
代
理
納
付
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
代
理
納
付
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
や
ま
ぎ
ん
カ
ー
ド

下
関
市
細
江
町
二
丁
目
二
番
一
号

三
井
住
友
カ
ー
ド
株
式
会
社

大
阪
市
中
央
区
今
橋
四
丁
目
五
番
一
五
号

二

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
歳
入

山
口
ゆ
め
花
博
応
援
ふ
る
さ
と
納
税
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）

三

指
定
の
期
間

平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

山
口
県
告
示
第
百
九
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

し
お
み
循
環
器
内
科

山
口
市
下
竪
小
路
六
五
の
一

平
成
三
〇
、

四
、

一

じ
ん
こ
ど
も
ク
リ
ニ
ッ
ク

岩
国
市
南
岩
国
町
一
丁
目
三
〇
番
九
号

〃

〃

〃

つ
つ
い
外
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

〃

錦
町
広
瀬
一
〇
七
四
の
五

〃

〃

〃

ほ
た
る
薬
局

山
口
市
下
竪
小
路
六
五
の
一

〃

〃

〃

へ
き
中
央
薬
局

長
門
市
日
置
中
二
四
八
八
の
四

〃

〃

〃

公

告

（
一
〇
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
三
十
年
五
月
十
五
日
か

ら
同
年
九
月
十
七
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
商
工
水
産
部
商
工
振
興
課

に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
宇
部
空
港
前
複
合
店
舗

所
在
地

宇
部
市
岬
町
三
丁
目
一
一
五
二
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
丸
喜

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
六
八
〇
の
七

木
谷

宏
治

一
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Ｎ
Ｅ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ

リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区
港
南
二
丁
目
一
五
番
三
号

今
関

智
雄

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
氏
名
又
は
名
称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
丸
喜

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
六
八
〇
の
七

木
谷

宏
治

株
式
会
社
セ
リ
ア

岐
阜
県
大
垣
市
外
渕
二
丁
目
三
八

河
合

映
治

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ

ド
ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

西
日
本

広
島
市
西
区
井
口
明
神
一
丁
目
一
番
一
〇
号

村
上

正
一

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

二
、
二
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
収
容
台
数

八
五
台

㈡

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
五
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

二
三
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

氏

名

又

は

名

称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

株
式
会
社
丸
喜

午
前
九
時

午
後
九
時

株
式
会
社
セ
リ
ア

〃

〃

株
式
会
社
ツ
ル
ハ
グ
ル
ー
プ
ド
ラ
ッ
グ
＆
フ
ァ
ー
マ

シ
ー
西
日
本

〃

〃

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
四
月
二
十
五
日

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
五
月
十
五
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

二
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